
福島県商業まちづくりの推進に関する条例施行規則（平成十八年福島県規則第八十八号） 新旧対照表

旧 新

第一条～第三条（略） 第一条～第三条（略）

(基準店舗面積 ) (基準店舗面積 )

第四条 条例第二条第七項第一号の規則で定める面積は、六千平方メートル 第四条 条例第二条第七項第一号の規則で定める面積は、八千平方メートル

とする。 とする。

第五条～第二十二条（略） 第五条～第二十二条（略）

附 則

この規則は、令和元年九月一日から施行する。


